
 

高松市が行う電力調達契約に係る環境配慮方針の一部を改正する内規 

 

高松市が行う電力調達契約に係る環境配慮方針（平成２８年３月１１日施行）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

（環境評価項目） 

第３条 略 

 (１) 略 

  ア～ウ 略 

(２) 略 

  ［削る］ 

ア 略 

 

 

（入札参加資格の要件） 

第４条 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の

情報を開示（「電力の小売営業に関する指針」（平成２８年１月制

定・令和７年３月改訂経済産業省）に規定する電源構成等や非化石

証書の使用状況の適切な開示の方法に準拠しているものに限る。た

だし、新たに電力の供給に参入した電気事業者であって、電源構成

等を開示していないものについては、開示する日（電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づく小売電気事業

の登録を受けた日から１年以内の日に限る。）を明示することによ

（環境評価項目） 

第３条 この方針における環境評価項目は、次のとおりとする。 

 (１) 略 

  ア～ウ 略 

(２) 加点項目 

  ア グリーン電力証書の本市への譲渡予定量 

イ 需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なデ

ィマンド・リスポンスの取組及び地域における持続的な再生可

能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組 

（入札参加資格の要件） 

第４条 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（「電力の小

売営業に関する指針」（平成２８年１月制定・令和５年４月改訂経

済産業省）に規定する電源構成等の適切な開示の方法に準拠してい

るものに限る。ただし、新たに電力の供給に参入した電気事業者で

あって、電源構成等を開示していないものについては、開示する日

（電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基

づく小売電気事業の登録を受けた日から１年以内の日に限る。）を

明示することにより、開示したものとみなす。）しており、かつ、



 

り、開示したものとみなす。）しており、かつ、前条に定める環境

評価項目について、別紙「電力の調達契約に係る評価基準」（以下

「評価基準」という。）により算定した基本項目の得点の合計が７

０点以上の電気事業者が、入札参加資格を有する者とする。 

２ 略 

 

［削る］ 

 

 

 

 

 

（委任） 

第６条 略 

前条に定める環境評価項目について、別紙「電力の調達契約に係る

評価基準」（以下「評価基準」という。）により算定した基本項目

の得点の合計が７０点以上の電気事業者が、入札参加資格を有する

者とする。 

２ 略 

（グリーン電力証書の高松市への譲渡） 

第６条 グリーン電力証書の本市への譲渡を予定する電気事業者は、

「グリーン電力証書の高松市への譲渡予定量報告書」（様式第２

号）を評価項目報告書と合せて、発注機関に提出するものとする。 

２ グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札参加資格を

得た電気事業者が落札した場合、落札後電力供給の開始１か月前ま

での間にグリーン電力証書を譲渡するものとする。 

（委任） 

第７条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第５条関係） 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

［削る］ 

 

様式第２号（第６条関係） 

  

附 則 

１ この内規は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高松市が行う電力調達契約に係る環境配慮方針の規定は、この内規の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、

なお従前の例による。 


